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令和５・６年度 那須塩原市建設工事入札参加資格者格付の概要 

令和５年４月 

令和 5・6年度格付は、従来どおり、客観点（建設業法に基づく経営事項審査における総合評定

値（Ｐ点））と主観点から格付基準総合点数を求め、これにより定めました。 

主観点については、令和３・４年度に引続き、工事成績等の技術力、地域貢献等に関する取組を

重視しています。今回、新たな加点項目として、市政協賛サポート企業制度への登録状況による評

価を加え、また、災害時における協力協定に関する評価については、建設機械の保有台数に係る評

価に変えて、協定に基づく協力実績を評価対象としました。なお、主観点の満点は、前回と同じ

175点です。 

格付の作業は、令和５年度の建設工事発注見通しと格付対象工種ごとの業者数とを勘案して行い

ました。これにより建築一式工事及び水道施設工事の格付を 3等級から 2等級に変更しています。 

   

１ 格付基準日 

○ 令和４（202２）年１２月１日 

 

２ 評価対象期間 

 ○ 令和２（2020）年１2月１日から令和４（2022）年１1月３0日まで 

 

３ 評価対象工事 

 ○ 評価対象期間に完成検査に合格した市発注工事 

 

４ 格付対象業者及び格付工種 

⑴ 格付対象業者  市内及び準市内の建設業者 

⑵ 格付対象工種  建設７工種 

 

   

 

５ 格付の審査・評価事項 

 ○ 格付は、次の「客観点」と「主観点」の２つの評価事項について、審査・評価（点数化）し、

２つの評価事項の合計により格付基準総合点を求め、これにより行う。 

▶「客観点」＋「主観点」＝格付基準総合点 

 

①土木一式工事 ②建築一式工事 ③電気工事 ④管工事 ⑤舗装工事 

⑥水道施設工事 ⑦解体工事 
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６ 客観点 

 ○ 建設業法に基づく経営事項審査結果通知書の総合評定値（Ｐ点）とする。 

 

７ 主観点 

 ○ 次の４つの評価項目における評価点の合計 

①技術力 ②安全対策 ③地域貢献度 ④社会貢献度 

 

⑴ 技術力（工種ごとに算定のうえ配点） 

  ア 工事成績による点数 

    評価対象工事のうち、評価対象期間における対象工種の工事成績の平均点（共同企業体に

より施工した工事については、単独受注工事と同様に取り扱い、平均点を算出する。）に応

じ、次の表に定める点数とする。 

工事成績の平均点 点数 

８０点以上 ３０ 

７５点以上８０点未満 ２０ 

７０点以上７５点未満 １０ 

６５点以上７０点未満 ０ 

６０点以上６５点未満 －１０ 

６０点未満 －２０ 

工事成績評定なし ０ 

 

  イ 工事完成高による点数 

    評価対象工事のうち、評価対象期間における対象工種の請負額の合計額（共同企業体によ

り施工した工事については、出資割合に応じて案分した額を自らの請負額として算出する。）

に応じ、次の表に定める点数とする。 

請負額の合計額 点数 

２億円以上 ２０ 

１億円以上２億円未満 １５ 

５千万円以上１億円未満 １０ 

５千万円未満 ５ 

請負実績なし ０ 
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  ウ 優良建設業者表彰による点数 

    令和３年度及び令和４年度における市の優良建設業者表彰の受賞状況（共同企業体により

施工した工事についての受賞を含む。）に応じ、次の表に定める点数とする。 

受賞状況 点数 

２年受賞（ともに対象工種） ２０ 

２年受賞（１年のみ対象工種） １５ 

２年受賞（ともに対象工種外） １０ 

１年受賞（対象工種）  

１年受賞（対象工種外） ５ 

表彰なし ０ 

 

 ⑵ 安全対策（全ての希望工種に配点） 

   格付基準日における建設業労働災害防止協会の加入状況に応じ、次の表に定める点数とする。 

加入状況 点数 

加入 １０ 

未加入 ０ 

 

 ⑶ 地域貢献度（全ての希望工種に配点） 

  ア 那須塩原市政協賛サポート企業制度登録状況による点数 

    格付基準日の属する月における那須塩原市政協賛サポート企業制度の登録状況に応じ、

次の表に定める点数とする。 

登録状況 点数 

有 ５ 

無 ０ 

 

  イ 災害時における協力協定による点数 

    格付基準日における那須塩原市との災害時協力協定の締結状況に応じ、次の表に定める

点数とする。 

締結状況 点数 

有（これに加え、評価対象期間における災害協定に基づく協力

実績の件数（最大 2件）） 

１０ 

（＋協力実績件数×５） 

無 ０ 
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ウ 漏水等修繕工事当番の受諾による点数 

    評価対象期間における漏水等修繕工事当番の受託状況に応じ、次の表に定める点数とす

る。 

受入状況 点数 

有 １０ 

無 ０ 

 

  エ 除雪に係る作業実績による点数 

    評価対象期間における那須塩原市の除雪に係る作業実績に応じ、次の表に定める点数と

する。 

作業実績 点数 

有 １０ 

無 ０ 

 

  オ 消防団協力事業所認定の状況による点数 

    格付基準日における那須塩原市消防団協力事業所としての認定状況に応じ、次の表に定

める点数とする。 

認定状況 点数 

有 １０ 

無 ０ 

 

 ⑷ 社会貢献度（全ての希望工種に配点） 

  ア 障害者雇用促進 

    障害者の雇用状況について、次に該当する場合に応じ、表に定める点数とする。 

雇用状況 点数 

令和４年６月１日現在、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５

年法律第１２３号。以下「障害者雇用促進法」という。）に基づく障害

者の雇用義務（法定雇用率）を達成し、又は障害者雇用促進法に基づく

障害者の雇用義務はないが格付基準日現在で障害者を雇用している事

業者 

１０ 

雇用義務（法定雇用率）を達成していない又は障害者を雇用していない

事業者 
０ 
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  イ 更生保護支援 

    格付基準日における宇都宮保護観察所への協力雇用主登録の状況に応じ、次の表に定め

る点数とする。 

登録状況 点数 

宇都宮保護観察所に協力雇用主として登録がある事業者 １０ 

宇都宮保護観察所に協力雇用主として登録がない事業者 ０ 

 

  ウ 次代の社会を担う子どもが健やかに育成される環境整備への取組 

    格付基準日における次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく

一般事業主行動計画の策定状況に応じ、次の表に定める点数とする。 

策定状況 点数 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局に提

出している。 

（これに加え、次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主

の認定（くるみん認定）を受けている場合） 

７ 

 

（＋３） 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局に提

出していない。 
０ 

 

  エ 女性の活躍を推進する取組 

    格付基準日における女性活躍推進法（平成２７年法律第６４号）による一般事業主行動

計画の策定状況に応じ、次の表に定める点数とする。 

策定状況 点数 

女性活躍推進法による一般事業主行動計画を労働局に提出している。 

（これに加え、女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主の認定（え

るぼし認定）を受けている場合） 

７ 

 

（＋３） 

女性活躍推進法による一般事業主行動計画を労働局に提出していない。 ０ 

 

８ 各工種の等級数    

①土木一式工事 ４等級（Ａ～Ｄ） ②建築一式工事 ２等級（Ａ、B） 

③電 気 工 事 ２等級（Ａ、Ｂ） ④管 工 事 ２等級（Ａ、Ｂ） 

⑤舗 装 工 事 ３等級（Ａ～Ｃ）  ⑥水道施設工事 ２等級（Ａ、Ｂ） 

⑦解 体 工 事 ２等級（Ａ、Ｂ） 
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９ 格付の補正等 

⑴ 次のいずれかに該当する場合は、格付を行わない。 

  ア 評価対象期間及び格付基準日において、那須塩原市建設工事請負契約書第４８条 

第１項第９号及び第１１号に該当する事実があったとき。 

  イ 評価対象期間において指名停止措置を受けた者で、次に該当するもの 

    評価対象工事の工種ごとに検査結果兼成績評定通知書に記載された工事成績総評定点（以

下「工事成績」という。）の平均点（最高点及び最低点の評価対象工事を除いたもの）が６

５点未満（評価対象工事が２以下の工種については、その平均点が６０点未満）の工種又は

工事成績が無い工種 

 ⑵ 令和４年度に格付されていない場合は、格付基準総合点の点数により本来格付されるランク

の直近下位のランク（本来格付されるランクが最下位のランクである場合は、当該ランク）と

する。 

 ⑶ 令和４年度において格付されていた工種について昇格し、又は降格するときは、格付されて

いたランクの直近上位又は直近下位を限度とする。 
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工種 等級 
格付基準総合点数 

（客観点＋主観点） 
設計基準額 

土木一式工事 

Ａ 950点以上 2,500万円以上 

Ｂ 770点以上 950点未満 1,000万円以上 2,500万円未満 

Ｃ 650点以上 770点未満 500万円以上 1,000万円未満 

Ｄ 650点未満 500万円未満 

建築一式工事 
Ａ 850点以上 2,500万円以上 

Ｂ 850点未満 2,500万円未満 

電気工事 
Ａ 880点以上 700万円以上 

Ｂ 880点未満 700万円未満 

管工事 
Ａ 850点以上 800万円以上 

Ｂ 850点未満 800万円未満 

舗装工事 

Ａ 850点以上 1,300万円以上 

Ｂ 740点以上 850点未満 500万円以上 1,300万円未満 

Ｃ 740点未満  500万円未満 

水道施設工事 
Ａ 810点以上 2,500万円以上 

Ｂ 810点未満 2,500万円未満 

解体工事 
Ａ 750点以上 500万円以上 

Ｂ 750点未満 500万円未満 

 

令和５・６年度 格付基準総合点数、設計基準額 

 


